
 

 

 

 

 

 

 

 

実質収支に関する調書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. 656,496,700

2. 649,161,224

3. 7,335,476

(1) 継 続 費 逓 次 繰 越 額 0

(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額 6,391,557

(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額 0

6,391,557

5. 943,919

6. 0

1. 376,253

2. 223,604

3. 152,649

(1) 継 続 費 逓 次 繰 越 額 0

(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額 0

(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額 0

0

5. 152,649

6. 0

実質収支に関する調書

実質収支に関する調書

金　　　　　額

一般会計

4. 翌年度へ繰り越すべき財源

（単位　千円）

歳 入 歳 出 差 引 額

計

4. 翌年度へ繰り越すべき財源

（単位　千円）

歳 入 歳 出 差 引 額

実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額

実 質 収 支 額

計

区　　　　　　　　　　　　　　　分

歳 入 総 額

歳 出 総 額

実 質 収 支 額

歳 出 総 額

実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額

歳 入 総 額

市町振興資金貸付事業特別会計

区　　　　　　　　　　　　　　　分 金　　　　　額
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1. 317,687

2. 263,234

3. 54,453

(1) 継 続 費 逓 次 繰 越 額 0

(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額 0

(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額 0

0

5. 54,453

6. 0

1. 907,594

2. 817,030

3. 90,564

(1) 継 続 費 逓 次 繰 越 額 0

(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額 0

(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額 0

0

5. 90,564

6. 0

実質収支に関する調書

実質収支に関する調書

金　　　　　額

母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

4. 翌年度へ繰り越すべき財源

（単位　千円）

歳 入 歳 出 差 引 額

計

4. 翌年度へ繰り越すべき財源

（単位　千円）

歳 入 歳 出 差 引 額

実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額

実 質 収 支 額

計

区　　　　　　　　　　　　　　　分

歳 入 総 額

歳 出 総 額

実 質 収 支 額

歳 出 総 額

実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額

歳 入 総 額

中小企業支援資金貸付事業特別会計

区　　　　　　　　　　　　　　　分 金　　　　　額
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1. 235,459

2. 123,219

3. 112,240

(1) 継 続 費 逓 次 繰 越 額 0

(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額 0

(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額 0

0

5. 112,240

6. 0

1. 53,592

2. 3,601

3. 49,991

(1) 継 続 費 逓 次 繰 越 額 0

(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額 0

(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額 0

0

5. 49,991

6. 0

実質収支に関する調書

実質収支に関する調書

金　　　　　額

林業・木材産業改善資金貸付事業特別会計

4. 翌年度へ繰り越すべき財源

（単位　千円）

歳 入 歳 出 差 引 額

計

4. 翌年度へ繰り越すべき財源

（単位　千円）

歳 入 歳 出 差 引 額

実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額

実 質 収 支 額

計

区　　　　　　　　　　　　　　　分

歳 入 総 額

歳 出 総 額

実 質 収 支 額

歳 出 総 額

実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額

歳 入 総 額

沿岸漁業改善資金貸付事業特別会計

区　　　　　　　　　　　　　　　分 金　　　　　額
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1. 114,329,930

2. 114,329,930

3. 0

(1) 継 続 費 逓 次 繰 越 額 0

(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額 0

(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額 0

0

5. 0

6. 0

1. 117,635,337

2. 114,982,526

3. 2,652,811

(1) 継 続 費 逓 次 繰 越 額 0

(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額 0

(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額 0

0

5. 2,652,811

6. 0

実質収支に関する調書

実質収支に関する調書

金　　　　　額

公債管理特別会計

4. 翌年度へ繰り越すべき財源

（単位　千円）

歳 入 歳 出 差 引 額

計

4. 翌年度へ繰り越すべき財源

（単位　千円）

歳 入 歳 出 差 引 額

実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額

実 質 収 支 額

計

区　　　　　　　　　　　　　　　分

歳 入 総 額

歳 出 総 額

実 質 収 支 額

歳 出 総 額

実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額

歳 入 総 額

国民健康保険事業特別会計

区　　　　　　　　　　　　　　　分 金　　　　　額
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1. 9,607

2. 9,607

3. 0

(1) 継 続 費 逓 次 繰 越 額 0

(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額 0

(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額 0

0

5. 0

6. 0

1. 689,757

2. 685,070

3. 4,687

(1) 継 続 費 逓 次 繰 越 額 0

(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額 0

(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額 0

0

5. 4,687

6. 0

実質収支に関する調書

実質収支に関する調書

金　　　　　額

土地取得事業特別会計

4. 翌年度へ繰り越すべき財源

（単位　千円）

歳 入 歳 出 差 引 額

計

4. 翌年度へ繰り越すべき財源

（単位　千円）

歳 入 歳 出 差 引 額

実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額

実 質 収 支 額

計

区　　　　　　　　　　　　　　　分

歳 入 総 額

歳 出 総 額

実 質 収 支 額

歳 出 総 額

実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額

歳 入 総 額

用品調達事業特別会計

区　　　　　　　　　　　　　　　分 金　　　　　額
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1. 1,492,469

2. 1,491,745

3. 724

(1) 継 続 費 逓 次 繰 越 額 0

(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額 0

(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額 0

0

5. 724

6. 0

実質収支に関する調書

金　　　　　額

収入証紙特別会計

4. 翌年度へ繰り越すべき財源

（単位　千円）

歳 入 歳 出 差 引 額

計

区　　　　　　　　　　　　　　　分

歳 入 総 額

歳 出 総 額

実 質 収 支 額

実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額
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